
             
 
 
 

２０１８年度 電磁的総会議案書 

 
 
 

          大阪医科大学 教員・医師組合 
 
 
 
 
 
1. 電磁的方法による議論の期間 

     2019 年 5 月 20 日（月）～ 2019 年 5 月 31 日（金） 
 
 

2. 質疑応答および承認の方法 
 組合代表メールアドレスで議案に対する質問・異議を受け付け、執行委

員会で検討して回答する。電磁的方法による公開討議を基本とし、匿名を

認める。議論期間終了時に過半数以上の異議がない場合、全ての議案が承

認されたものとする。 
 
 
3. 議案   第 1 号議案：2018 年度事業報告及び収支報告に関する件 

 
     第 2 号議案：2019 年度執行委員に関する件 

 
       第 3 号議案：2019 年度事業計画案及び予算案に関する件  
 
 
 
 
 
 



第 1 号議案：２０１８年度事業報告および収支報告 

（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日） 

 

１． 総会について 

２０１７年度通常総会を 5 月 18 日（金）～ 31 日（木）に電磁的方法

により開催した。 

 第 1 号議案：２０１７年度事業報告及び収支報告に関する件 

 第 2号議案：２０１８年度執行委員に関する件 

 第 3号議案：組合規則改定に関する件 

 第 4号議案：2018 年度事業計画案及び予算案に関する件 

議論期間終了時に過半数以上の異議がなく、全議案の承認を可決した。 

 

２． 執行委員会について 

 電磁的方法により随時実施した。 

議題： 

 ・「働き方改革委員会」及び「女性医師支援センター」の立ち上げに 

  ついて 

 ・臨床系教員を対象とした勤務時間実態調査について 

 ・契約期間 2018 年 10 月 1 日～2019 年 3 月 31 日の労使協定締結に 

  ついて 

 ・団体交渉における要求書作成について 

 ・有給休暇取得義務化に伴う就業規則改正について 

 ・2019 年 5 月の 10 連休期間おける病院開院について 

 

３． 労使協議会について 

 働き方改革、労使協定締結内容、有給休暇取得義務化に伴う就業規則

改正、2019 年 5 月の 10 連休期間における開院などについて月に１回の

頻度で法人事務方と協議した。 

 

４． 団体交渉について 

 ２０１８年１０月に要望書（添付資料１）を提出し、２０１８年１１

月２２日の団体交渉の場で回答書（添付資料２）を受け取った。 

 

５． 衛生委員会および職員部門代表者会議について 

 衛生委員会委員および第１部門職員代表として、執行委員より吉田と

村尾が出席した。開催は月１回（メール稟議を含む）であった。 

 

 

 



６． 執行委員改選選挙について 

 ２０１９年３月１２日～２０１９年３月２０日に電磁的方法によっ

て実施した（添付資料３）。 

 

８． 組合通信について 

    全組合員に向け、組合通信 2018 No.1～No.40をメール配信した。  

 

９． ３６協定締結について 

 契約期間を半年とし、契約期間内に働き方改革について協議すること

を条件として締結した（添付資料４）。 

 

１０．収支報告について 

 ２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日の収支を報告する（添

付資料５）。数年に亘り組合名義の銀行口座の金額と収支決算の数字に差

が生じていたので、小払い金の収入として計上し、修正した。 

 

 

 

第２号議案：２０１９年度執行委員 

 ２０１９年３月に執行委員改選を電磁的方法で実施し、執行委員会により添

付資料６に示す通り役員を決定した。 

 

 

 

第３号議案：２０１９年度事業計画案及び予算案 

（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日） 

  

１． 執行委員会について 

  電磁的方法によって随時開催する。 

 

２． 関西私大教連について 

     継続して参加する。 

 

３． 労使協議会について 

 月１回開催する。 

 

 

 



４． 衛生委員会および職員部門代表者会議について 

  衛生委員会委員および第１部門職員代表として、執行委員より吉田

と藤原が出席する。 

 

５． 労使協定契約締結について 

 基礎系教員を対象とした専門業務従事型裁量労働制契約を締結す

る。また、働き方改革の進行具合、「医師の働き方改革に関する検討

会」の報告書(添付資料 7)を検討し、次年度の契約内容を労使協議会

にて協議する。 

 

６． 団体交渉について 

     ９月末に要望書を提出する。 

     １１月中に交渉し、要望に対する回答を得る。 

 

７． 組合通信について 

 随時配信し、組合員からの意見を受け付ける。 

 

８． 次期執行委員選挙について 

 ２０２０年３月に電磁的方法による実施を予定する。 

 

９． 総会について 

 ２０２０年５月に電磁的方法による開催を予定する。 

 

１０． ２０１９年度予算案について 

     ２０１９年度予算案を添付資料８に示す通りに提案する。決算報告

の修正(添付資料５)に伴い、該当箇所を修正した。 

 

 

以上 



平成 30年 10月 17日 

学校法人 大阪医科薬科大学 

理事長 植木 實 様 

大阪医科大学 教員・医師組合 

  執行委員長 吉田秀司 

申入書 

 平成 30 年度の要求書を提出いたします。平成 30 年 11 月 10 日までに文書でのご回答を

お願いいたします。 

団体交渉の日程については、後日別途申し入れさせていただきます。 

以上 

添付書類 1



平成 30年 10月 17日 

 

学校法人 大阪医科薬科大学 

理事長 植木 實 様 

 

大阪医科大学 教員・医師組合 

  執行委員長 吉田秀司 

 

要求書 

 

 大阪医科大学 教員・医師組合は、下記の賃金・労働環境および大学運営に関する下記の

要求をいたします。 

 昨年度に要求いたしました「働き方改革」および「女性医師の待遇改善」について着手し

て下さり有難うございます。 

 今回も同様に、誠意あるご回答をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．要求項目 

＜賃金・労働環境関連＞ 

１．ベースアップについて 

２．冬季賞与について 

３．住宅手当の増額について 

４．「働き方改革」に関する進捗状況の公開について 

５．キャリアアップ補助制度(仮称)について 

 

＜大学運営関連＞ 

１．評議員機能の強化について 

 

Ⅱ．要求内容 

＜賃金・労働環境関連＞ 

１．ベースアップについて 

 2014年に消費税が 8%に増税されたことにより、実質賃金の低下が続いています。これに

伴いデフレが発生し、この脱却には消費拡大のカギを握る賃上げが不可欠との判断から、経

済財政諮問会議などの場で、政府は経済界に積極的な賃上げを求めています。 

 これらの状況を鑑み、 

 

  ベースアップ 3,000円 ＋ 定期昇給 

 

        を求めます。 

 また、昨年の要求に対して「本学は総合大学を除く私立医科大学の給与水準では上位にあ

る」と回答されました。この根拠となるデータの提示をお願いします。 

 

 



２．冬季賞与について 

 「事業報告書 2017」に示された通り、本学の財政基盤は安定しています。また、先の全体

集会でも本学の好調な経営状態が報告されました。大規模な病院建替え事業により財政に

大きな負担が生じることも理解していますが、上記実績に寄与している組合員の努力を評

価し、冬季賞与として、 

 

  （基本給＋家族手当）×2.7カ月＋27,000円 

 

        を求めます。 

 

 

３．住宅手当の増額について 

 平成 25年度の団体交渉の結果、持ち家の住宅手当が月額 4,800 円から 6,000 円になり

ました。しかしながら、大阪府下の他の私立大学が月額 20,000 円以上であるのに比べれば

未だ著しく低額です(下記資料参照)。労使協議会では「社会的には住宅手当の廃止が進んで

いる」ことを以て議論が進んでいませんが、住宅手当を廃止している事例は少数であり、廃

止に際して年俸制の導入などにより補填措置が取られています。したがって、現状の本学に

おいて住宅手当改善の議論を滞らせる理由にはなり得ないと考えます。 

 そこで今年度は急激な増額による財務負担を避け、持ち家の住宅手当として、 

 

  月額 8,000 円（月額 2,000円の増額） 

        を求めます。 

 

<参考資料> 

関西私大教連 私立大学 労働条件等資料集 2017 より 

住宅手当（世帯主）について 

 本学の住宅手当：6,000 円/月 

 他大学の住宅手当 

   近畿大学：22,500 円/月 

   関西大学：22,500 円/月 

   関西医科大学：15,500 円/月 

   大阪薬科大学：27,000 円/月 

 

 

 

４．「働き方改革」に関する情報の公開について 

 昨年の要求項目の１つであった「働き方改革委員会」が設置され、協議が続いていると聞

いています。しかし、各種手当の見直しも含め、どのような問題に対してどのような対策が

検討され、実際に実施されているのか、進捗状況が分かりません。「働き方改革」について

は教職員の関心も高いので、議論および実施状況に関する定期的な情報の公開を求めます。 

 また、一部の教員は 36協定に対する違反状態となっています。改善に向けて対策をお願

い致します。 

 

 

 



５．キャリアアップ補助制度(仮称)について 

 「事業報告書 2017」にも示されている SSD(Staff Self Development)計画の一環として、

教員・医師の若手がスキルアップのために受講する研修会などの費用補助制度の設置を求

めます。昨年は「職員については「資格取得報奨金規程」があり、教員・医師についても検

討する」との回答でしたが、議論の進捗状況をご説明下さい。 

 

 

＜大学運営関連＞ 

１．評議員機能の強化について 

 今年は大学不祥事が相次ぎました。特に問題の発生防止と発生後の対応などに対し、組織

としての危機管理能力が問われています。本学の評議員が寄付行為規定に則っていること

は承知しておりますが、より高い危機管理能力を得るために、評議員会に関する寄付行為の

刷新をお願いいたします。 

 大学設置・学校法人審議会が公開している「評議員機能の強化について」(http://www. 

mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/002/houkoku/03080703/004.htm)では、「公共性の確保

を適正なバランスの下で実現」し、「多様な意見を採り入れる」ことが求められており、「評

議員会は，理事定数の 2倍を超える数の評議員をもって組織すること」とされています。以

上を根拠とし、私立学校法第４４条第 1項に基づき選任される評議委員（当該学校法人の職

員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者)として、教職員による選挙あ

るいは推薦により選出される評議員の追加を求めます。 

 

 

以上 



今

角

平成30年11月22日

大阪医科大学教員・医師組合

執行委員長 吉田秀司殿

学校法人大阪医科薬科大学

理事長植木實

『要求害』の回答について

平成30年10月17日付貴組合からの「要求書」について別紙のとおり回報

致します。

1
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平成 31年 3 月 12 日 

大阪医科大学教員・医師組合員のみなさま 

大阪医科大学教員・医師組合 

役員選挙管理委員会 

委員長 吉田秀司 

平素は組合運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

先日ご連絡のとおり、当組合は平成 31 年 3 月 31 日の会期末に伴

い、役員選挙を行います（組合規約第 11条）。 

「電磁的方法による組合運営に関する細則」に基づき、 

電子メールでの不信任候補者の届出をもって選挙を行います。不信

任の届出がない場合、信任されたものとみなしますので、期日までに

届出をお願いいたします。なお、結果は事務で取りまとめ匿名性を担

保いたします。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

－  記  － 

受付締切日   平成 31 年 3 月 20 日 （水） 

届出先  otu@osaka-med.ac.jp 

役員選挙管理委員会 

（教員・医師組合事務局内） 

添付書類 3

mailto:otu@osaka-med.ac.jp


 

新役員候補者一覧（☆現役員） 

 

役員候補      

神吉 佐智子 先生（胸部外科学）☆   

後藤 功 先生(内科学 I) 

藤原 憲太 先生(整形外科学) ☆ 

会計監事 

坂田 宗平 先生(生理学教室)  

 

 

 

 

 

 

 

 

教員・医師組合のご加入も随時受け付けております。 

otu@osaka-med.ac.jp まで。 



様式第9号（第17条関係）

事業の 種類 事 業 の 名 称

時間外労働に関する協定届

休日労働

事業の所在地 （電話番号）

医学教育・診療 学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学 大阪府高槻市大学町2番7号(072-683-1221)

＼ 
延長することができる時間

時間外労働をさせる
業務の種類

労働者数
所定労働時間 1日を超える一定の期間（起算日）

必要のある具体的事由 （満18歳以上の者） 1日
1ヵ月（毎月1日） 1年(4月1日）

教員・医師の教育・研究・診療
各教室、病院中央診療部門、診療科

教員 320名
に係る業務 医師 134名

事務員 91名 5時間
時間外労働の延長できる時間

360時間

法人監査室、募金推進本部、情報企画管理 技術員 0名
は月間45時間を遵守します。

人事・庶務及び会計等の業務 部、総務部、財務部、歴史資料館、賭買・物流 看護職 11名
部 労務職 0名

非常勤 20名
1日（平日）7時間20分 "'."'... -疇.......... ....... ---...... --......... -........................ -.... -.. ........................... 

事務員 55名 （土曜）4時間10分
①下記②に該当しない労働者 学務部、入試・広報部、固書館課、保健管理 技術員 13名

但し、 1ヶ月45時間を超えると見込まれる決算業務、各種申
入試及び教務関係業務 室、研究支援センター、基礎系各教室、大学安 看護職 2名 （大阪医科大学

請業務、入試業務、保険請求業務、患者との相談業務や緊
全対策室、中山国際医学医療交流センター 労務職 2名 就業規則第8条に従う。）

急の時間外診療業務等が発生した時は、労使の協議を経
非常勤 26名

て1ヶ月に80時間まで、 1年間を通じて720時間(6ヶ月で360
施設の保全・保守の業務 施設課（電気・ポイフー） 技能員 20名 時間）まで延長することができる。なお、 1ヶ月に80時間まで

診療科、病院看護部、病院薬剤部、栄養部、 事務員 169名 延長できる回数は年6回(6ヶ月で3回）までとする。なお、延

総合医療研修センター、病院中央診療部門、 技術員 349名 長時間が1か月45時間を超えた場合又は1年360時間を超

医療、診療、給食の業務 病院事務部、診療支援部門、臨床研究セン 看護職 983名 えた場合の割増賃金率は25%とする。
ター、がんセンター、広域医療連携センター、 L 労務職 7名
Dセンター 非常勤 160名

臨床研修に関する診療業務 （総合医療研修センター、歯科口腔外科） 研修医 113名

②1年単位の変形労働時間制により
労働する労働者

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類
労働者数

所定の休日
労働させることができる休日

（満18歳以上の者） 並びに始業及び就業の時刻

教員・医師の教育・研究・診療に係る業務 臨床系各教室、病院中央診療部門、診療科
教員 320名
医師 134名
事務員 91名

法人監査室、募金推進本部、情報企画管理 技術員 0名
人事・庶務及び会計等の業務 部、総務部、財務部、歴史資料館、購買・物流 看護職 11名

部 労務職 0名
非常勤 20名

日曜、国民の祝日 1ヶ月に2回
事務員 55名

学務部、入試・広報部、図書館課、保健管理 技術員 13名
本学創立記念日 (6/1)

入試及び教務関係業務 室、研究支援センター、基礎系各教室、大学安 看護職 2名
年末年始(12/29~1/3) 8:30~16:50 

全対策室、中山国際医学医療交流センター 労務職 2名
月の第2、第4の土曜日及び第1、

非常勤 26名
第3、第5のいずれかの土曜日又 （大阪医科大学

耶設の保全・保寸の業務 施設課（電気・ポイフー） 技能員 20名 は他の曜日の半日 就業規則第8条に従う。）

診療科、病院看護部、病院薬剤部、栄養部、 事務員 169名
総合医療研修センター、病院中央診療部門、 技術員 349名

医療、診療、給食の業務 病院事務部、診療支援部門、臨床研究セン 看護職 983名
ター、がんセンター、広域医療連携センター、 L 労務職 7名
Dセンター 非常勤 160名

臨床研修に関する診療業務 （総合医療研修センター］歯科口腔外科） 研修医 113名

協定の成立年月日 平成30年10月1日

職名 物理学教室准教授
協定の当事者である労働組合の名称又は労働者過半数を代表する者の

氏名 吉田秀司 G⑤ 
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法

平成30年10月1日

茨木労働基準監督署長殿

期間

平成30年10月1日

s 

平成31年3月31日

期間

平成30年10月1日

s 

平成31年3月31日

添付書類 4



協 定 書
2. この協定により延長することができる勤務時間数は 、次のとおりとする。

学校法人 大阪医科薬科大学理事長と職員代 表は、所定勤務時間を超える勤務及び休

日の勤務に関し、次のとおり協定する 。

．
 

l

-
時間外労働及び休日労働を必要 とす る業務及び職員数は、

(l) 教員 ・医師 の教育 ・研究 ・診療に係る業務

（臨床系各教室、病院中央診療部門、診療科） 教

医

次のとおりとする 。

員

師

320名
134名

(2) 企画、人事 、総務、財務等の業務

（法人監査室、募金推進本部、惜報企画管理部、総務部、財務部、歴史資 料館、

購買・物流部） 事務員 9 I名
技術員 0名
看護職 I I名
労務職 0名
非常勤 20名

(3) 入試及び学務関係業務

（学務部、入試・広報部、図 書館課、 保健管理室、研究支援センター、基礎系

各教室、大学安全対策 室 、 中 山国際医学医療交流センター）

事務員

技術員

看護職

労務職

非常勤

(4) 施設の保全・保守の業務

（施設課 電気 ・ボイラー） 技術員

55名

13名
2名
2名

26名

【所定勤務時間 】

ヽ
~
）1

2

 

（

（

 

1日（平日） 7時間20分 （土曜） 4時間 10分
（大阪医科大学就業規則第8条に従う。）

1ヶ月につき 45時間以内（起算日栢月 1日）

1ヶ年につき 360時間以内（起算日 4月 1日）

但し、 1ヶ月 45時間を超えると見込まれる決算業務、各種申請業務、入試業務、保

険請求業務 、患者との相談業務や緊急の時間外診療業務等が発生 した時は、 労使の協

議を経て 1ヶ月に 80時間まで、 1年間を通じて 720時間 (6ヶ月で 360時間）まで延

長することができる。なお 、lヶ月に 80時間まで延 長 で き る 回 数は年 6回 (6ヶ月で

3回）までとする 。なお 、延長時間が lか月 45時間を超えた場合又は l年 360時間

を超えた場合の割増賃金率は 25%とする。 ｀ 

3. この協定により勤務させることができる休日の日数は、 lヶ月につき 2日以内と

する。

【所定休日 】

(I) 日曜、国民の祝日

(2) 本学創立記念日 (6月 1日）

(3) 年末年始 (I2月29日か ら1月3日）
(4) 月の第2、第4の土曜日及び第 1、第3、

他 の曜日の半日

第 5のいずれかの土曜日または

※栄掟部栄挫課、病院看護部（病棟勤務者）

就 業 規 則 第 16条第2項に 別途定める。

については 、大阪医科大学

20名

(5) 医療 、診療、給食の業務

（診療科、病院看護部、病院薬剤部、栄狼部、医療総合研修センター、病院中

央診療部門、病院事務部、診療支援部門 、臨床研究センター 、がんセンター、

LDセンター、広域 医療連携 センター）

(6) 臨床研修に関する診療業務

（医療総合研修センタ ー 、歯科口腔外科）

事務員

技術員

看護職

労務職

非常勤

研修 医

16 9名
349名
983名

7名
I 6 0名

I 13名

【始業および終業の時刻 】

大阪医科大学就業規則第8条に定める別表に従う。

4. 所定勤務時間を超える勤務及び休日の勤務を命じられた場合は 、以下のとお り、

「大阪医科大学給与規則」 第 8条 、第 9条 、 第 10条に規定するところにより割

増賃金を支給する。

時間外手当については、 1日の所定勤務時間及び 1週 の法定労働時間 (40時間）を

超える分については I.2 5とし、 1か月に 60時間を超える時間外労働を行 う場合にあ

っては、 60時間を超えた分について I.5とする 。

深夜業手当については、 0.2 5を加算する 。 （ただ し、看護師の深夜業手当につい

ては、 別 に定める。）法定休日の休日出勤手当については、 I.2 5を I.3 5と

5. この協定の有効期間は 、平成 30年 I0月 1日から平成 3I年 3月 3I日ま

平成 30年 l0月 1日

学校法人 大阪医科薬科末 学ー［天飯 医科大¥..Iヽ

理事長 植木 窟 L 11 l 
I'・ .)』刃慰I
Lニニこl

学校法人 大阪医科薬科大学 大阪医科大学

職 員 代 表 吉田秀司 R 



(平成30年4月旧～平成31年3月31日）

【経常経費】

収入の部

項目 金額（円）

組合費 1,486,400

入会金 2,000

預金利息 43

、|,私金 ￥173ヶ

収入合計(A) /,"〃判S"3= |
前年度繰越金(B) |9,7j"0 1

支出の部

項目

人件費

事務局費

関西私大教連組合費

金額（円）

600,000

301614

1, 197,440

’

支出合計(D) 1,828,054

|"剛峅淵懲’峅淵懇//iZJ.3,3 ’
収入の部合計
(C=A+B)

支出の部合計(D) 1,828,054

円

円
“か

６７ｆ

皮

Ｊ￥
ｆ

３
３

コ
○
ｉ７

一

一
》【当年度収支差額】

(A)-(D)

【当年度繰越収支差額】
(C)-(D)

【次年度繰越金】

上記当年度繰越収支差額鰡息鴎を次年度に繰り越します。
（ ‘〃',沙仏門）

上記の通り報告いたします。

平成3／年学月／p日

大阪医科大学医学部教員・医師組合
合
云計

肴掻昌嬬

告書査報
陸
皿

大阪医科大学 組合規約第13条第7項の規定により、大阪医科大学教員・医師組合の収

窒蕊鴛…に監査を行いましたその結果は適正かつ正確に“支決算につい
理されていた

亀型7年j~R13日

大阪医科大学教員。医師組合

会計監事 会 事壁皿十
一
三
口

③ 杖藍、| '｜野術 －

〃 ー

添付資料５





2019 年度 大阪医科大学 教員・医師組合役員 

役員名 役職 氏名（敬称略） 所属 備考(任期) 
執行委員 組合長  吉田 秀司 物理学  2018年 4月 1日～2020年 3月 31日 

執行委員 副組合長  藤原 憲太 整形外科学 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日 

執行委員 書記長   神吉 佐智子  胸部外科学 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日 

執行委員 副書記長  寺田 哲也 耳鼻咽喉科学 2018年 4月 1日～2020年 3月 31日 

執行委員 会計主任  濱岡 仁美 解剖学  2018年 4月 1日～2020年 3月 31日 

執行委員 会計副主任 松村 英樹 小児科学 2018年 4月 1日～2020年 3月 31日 

執行委員 後藤 功 内科学Ⅰ  2019年 4月 1日～2021年 3月 31日 

会計監事 川野 涼 精神神経科学 2018年 4月 1日～2020年 3月 31日 

会計監事 坂田 宗平 生理学  2019年 4月 1日～2021年 3月 31日 

大阪医科大学 教員・医師組合 事務局 
otu@osaka-med.ac.jp 

添付書類 6



医師の働き方改革に関する検討会 報告書の概要

医師の働き方改革に関する検討会（座長：岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授）において、医師の時間外
労働規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等についてとりまとめを行った（平成31年３月28日）。

１．医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方

２．働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿

医師の働き方改革を進める基本認識

我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働により支えら

れており危機的な状況。昼夜を問わず患者への対応を求められ

うる仕事で、他職種と比較しても抜きん出た長時間労働の実態。

健康への影響や過労死の懸念、仕事と生活の調和への関心の高

まり、女性医師割合の上昇等も踏まえ、改革を進める必要。

医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・

組織のマネジメントの課題のみならず、医師の需給や偏在、医

師の養成のあり方、地域医療提供体制における機能分化・連携

が不十分な地域の存在、国民の医療のかかり方等の様々な課題

が存在。これらに関連する各施策と医師の働き方改革が総合的

に進められるべきであり、規制内容を遵守できる条件整備の観

点からも推進する必要。

医師の診療業務の特殊性

（応召義務について）

医療機関としては労働基準法等の関係法令を遵守

した上で医師等が適切に業務遂行できる体制・環

境整備を行う必要。応召義務を理由に、違法な診

療指示等に従うなど、際限のない長時間労働を求

められていると解することは正当ではない。

（医師の診療業務の特殊性）
公共性（国民の生命を守るものであり、国民の求める日常的な
アクセス、質等の確保が必要）

不確実性（疾病発生が予見不可能である等）

高度の専門性（業務独占、養成に約10年要する）
技術革新と水準向上（新しい診断・治療法の追求と活用・
普及の両方が必要）

労働時間管理の適正化が必要。その際、宿日直許可基準

における夜間に従事する業務の例示等の現代化、医師の

研鑽の労働時間の取扱いについての考え方等を示す必要。

医師の労働時間短縮のために、医療機関のマネジメント

改革（意識改革、チーム医療の推進（特定行為研修制度

のパッケージ化等）、ＩＣＴ等による効率化）、地域医

療提供体制における機能分化・連携や医師偏在対策の推

進、上手な医療のかかり方の周知を全体として徹底して

取り組んでいく必要。また、働き方と保育環境等の面か

ら、医師が働きやすい勤務環境の整備が重要。

個々の医療機関に対するノウハウ提供も含めた実効的な

支援策、第三者の立場からの助言等が重要。

上手な医療のかかり方を広めるための懇談会でとりまと

めた方策を国が速やかに具体的施策として実行。 1
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３．医師の働き方に関する制度上の論点

時間外労働の上限規制の構成 ※具体的な内容はＰ４・５

診療従事勤務医の時間外労働の上限水準として、脳・心臓疾患の労災認定基準を考慮した（Ａ）水準を設定。このほか
に、２つの水準を設定。

地域医療提供体制の確保の観点（①2024年時点ではまだ約１万人の需給ギャップが存在し、さらに医師偏在解消の目
標は2036年、②医療計画に基づき改革に取り組む必要性、③医療ニーズへの影響に配慮した段階的改革の必要性）か
ら、やむを得ず（Ａ）水準を超えざるを得ない場合を想定し、地域医療確保暫定特例水準（（Ｂ）水準）を設定。
※「臨時的な必要がある場合」の１年あたり延長することができる時間数の上限（1,860時間）については、過重労働を懸念する声が

あがっており、本検討会においても、医師の健康確保や労働時間短縮を求める立場から賛同できないとの意見があった。

地域医療の観点から必須とされる機能を果たすためにやむなく長時間労働となる医療機関として、その機能について

は具体的に以下のとおり。

①臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲に応えて一定期間集中的に知識・手技を身につけられるようにすること、
②高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるように
すること、が必要であり、集中的技能向上水準（（Ｃ）－１水準（①に対応）、（Ｃ）－２水準（②に対応））を設
定。

◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているも
の」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「５疾病・５事業」」双方
の観点から、
ⅰ 三次救急医療機関
ⅱ 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数1,000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」 かつ
「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関
（例）精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急のみを提供する医療機関、へき地において中核的
な役割を果たす医療機関

以上について、時間外労働の実態も踏まえると、あわせて約1,500程度と見込まれる。

◆特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
（例）高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

2



Ｂ・Ｃ水準の将来のあり方

４．おわりに

2019 ･･･ 2024 ･･･ 2027 ･･･ 2030 ･･･ 2033 ･･･ 2036 ･･･

第７次医療計画 第８次医療計画 第９次医療計画 （医師偏在対策
の目標年）（中間見直し）（見直し）（中間見直し）

（実態調査・
検討）

（実態調査・
検討）

（実態調査・
検討）

2035年度末
を目標に
終了年限

（Ｂ）水準：実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討
• 実態調査
• 追加的支援策
• 規制水準の検証

（Ｃ）水準：研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証

時間外労
働上限規
制の施行

（この後
も引き続
き残る）

とりまとめ内容の制度化・実施の際には、追加的健康確保措置が実効性をもって運用され、医師の健康を確実に担

保するとともに、（Ｂ）水準の解消等に向けて労働時間短縮を着実に推進することが最重要。

個々の医療機関が労働時間短縮・医師の健康確保を進めた上で、労使で十分に話し合い、時間外労働について３６

協定を締結することが重要。さらに、地域医療確保のためにも、医療機関に対する実効的な支援等について確実に

実行に移していけるよう、厚生労働省を始めとした行政の速やかな具体的対応を強く求める。

医師と国民が受ける医療の双方を社会全体で守っていくと強く決意する。

（Ｂ）水準

（Ｃ）－１
水準
（研修医）

（Ｃ）－２
水準

（高度特定技能）

医療機関機能、労働時間短縮の取組等の国が定める客観的要件を踏まえ都道府県が対象医療機関を特定⇒特定さ

れた機能にかかる業務につき（Ａ）水準超での３６協定が可能に。新たに設ける「評価機能」が医療機関ごとの

長時間労働の実態や取組状況の分析・評価を実施。結果を医療機関・都道府県に通知・住民に公表し、当該医療

機関と地域医療提供体制の双方から労働時間短縮に向けて取り組む。

臨床研修・専門研修プログラムにおいて想定最大時間外労働（実績）を明示。これが（Ａ）水準を超える医療機

関を都道府県が特定（※超えない場合は（Ａ）水準の適用）⇒「臨床研修・専門研修に係る業務」につき（Ａ）

水準超での３６協定が可能に。医師は明示時間数を踏まえ自らプログラムを選択・応募。

高度技能育成を要する分野を審査組織（※高度な医学的見地からの審査を行う）が特定。必要な設備・体制を整

備している医療機関を都道府県が特定⇒「高度特定技能育成に係る業務」につき（Ａ）水準超での３６協定が可

能に。医師が自由な意欲により計画を作成し、審査組織の個別承認を経たのちに実際の適用となる。

Ｂ・Ｃ水準の適用の対象、手順等

※現在、一般労働者の副業・兼業に係る労働時間管理の取扱いについては「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」において検討
されている。このため、兼業（複数勤務）を行う医師に対する労働時間管理等の在り方については、改めて検討。
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月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置（いわゆるﾄﾞｸﾀｰｽﾄｯﾌﾟ）

Ｂ
：
地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準(

医
療
機
関
を
特
定)

将来に向けて
縮減方向

2024年４月～

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間
※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン
ターバル９時
間の確保・代
償休息のセッ
ト（義務）

※初期研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底（代
償休息不要）

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消
（＝2035年度末）後）

一般則

※実際に定める３
６協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休息のセット（努力義
務）

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
９時間の確保・
代償休息のセッ
ト（努力義務）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

年1,860時間／月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

集
中
的
技
能
向
上
水
準

(

医
療
機
関
を
特
定)

Ｃ-１ Ｃ-２
Ｃ－１：初期・後期研修医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ－２：医籍登録後の臨床従事６年

目以降の者が、高度技能の育成が公

益上必要な分野について、特定の医

療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

Ｃ-１ Ｃ-２

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組を講ずる。

医師の時間外労働規制について①
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36
協
定
で

締
結
で
き

る
時
間
数

の
上
限

①通常の時間外労働（休日労働を含まない） 月45時間以下・年360時間以下

②「臨時的な必要がある場合」
（休日労働を含む）

月100時間未満（ただし下表の面接指導等を行った場合には例外あり）

年960時間以下 年1,860時間以下

③36協定によっても超えられない時間外労働の上限時
間（休日労働を含む）

月100時間未満（例外につき同上）

年960時間以下 年1,860時間以下

（Ａ）水準 （Ｂ）水準 （Ｃ）水準

追
加
的
健
康
確
保

措
置

連続勤務時間制限28時間※１（宿日直許可なしの場合） 努力義務
義務

勤務間インターバル９時間

面接指導（睡眠・疲労の状況の確認を含む）・必
要に応じ就業上の措置（就業制限、配慮、禁止）

時間外労働が月100時間以上となる場合は義務
（月100時間以上となる前に実施※３）

（②が年720時間等を超え
る場合のみ）

適正な労務管理（労働時間管理等） 一般労働者と同様の義務（労働基準法、労働安全衛生法）

追加的健康確保措置については医事法制・医療政策における義務付け、実施状況確認等を行う方向で検討（３６協

定にも記載）。面接指導については労働安全衛生法上の義務付けがある面接指導としても位置づける方向で検討。

医師労働時間短縮計画の作成によるＰＤＣＡの実施 現行どおり
（勤務環境改善の努力義務）

義務

※

２

※さらに、時間外労働月155時間超の場合には労働時間短縮の措置を講ずる。

※１ （Ｃ）－１水準が適用される初期研修医の連続勤務時間制限については、28時間ではなく１日ごとに確実に疲労回復させるため
15時間（その後の勤務間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ９時間）又は24時間（同24時間）とする。
※２ 長時間の手術や急患の対応等のやむを得ない事情によって例外的に実施できなかった場合には、代償休息によることも可能
（（Ｃ）－１水準が適用される初期研修医を除く）。
※３ 時間外労働実績が月80時間超となった段階で睡眠及び疲労の状況についての確認を行い、（Ａ）水準適用対象者の場合は疲労の
蓄積が確認された者について、（Ｂ）・（Ｃ）水準適用対象者の場合は全ての者について、時間外労働が月100時間以上となる前に面接
指導を実施。

医師の時間外労働規制について②
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2019年度医学部教員･医師組合収支予算書(案）

|前年需算額|当年篇算額|比較増減(円) ’
当年度予算額

（円）
前年度決算額

（円）
比較増減(円） 備考科目

|(収入の部） ，
1,488,4001 1,470,8001 -17,600組合費収入

■ ■ ■ ■

組合員153人､延1.836人×800円/月-17,6001,468,800組合費収入 1,486,400

2,009雪、 2,000 侭|試幸者4人×500円
終7〃袈函ノ 43－￥！73ﾀﾝ罫|装金利息等
寺4鯉蓼ミー 1,470‘843-22､調属笄霧|）
9,738W01 "6テ鐙鳧轄|訓順調鵠|前年度繰越金

加入金収入

|雑収入

｜ 収入合計(A)/,"ll"
｜ 前年度繰越金(B) |

醐畷漂謡つ=357満潤誇鎖繍’|韓蝋美．､'，ｰ､'． ，〔

収入の部合計
(C=A+B) ､宮I

/o,ff6,W7--

600,000

600,000

54，000

0

2，000

1，000

9，000

21，000

21，000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200, 000

1, 200,000

0

0

0

0

0

0

0

8，000，000

0

9↑蝿訓0
；埋聖垂’

//’223,駒『

600,000

600, 000

30，614

0

1，316

0

8，562

20，736

0

01
0

0

0

0

0

0

0

1, 197,440

1， 197，440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,"卿54
nA､風Jn

),3犀ｼ謬蒋’
同“

9,y犀ジ

(支出の部）

0

0アルバイト5万円×12ケ月

23，386

0

684

1，000

438コピー代等

264貸金庫レンタル料

21，000

0

0

0

0

0

0

0

0

2，560

2，560関西私大教連組合費､春闘闘争基金等

0

0

0

0

0

0

0

8, 000, 000特別会計(基金積立）

0

8,025,946

人件費

儒恩藷悪
事務局費

旅費交通費

通信費

消耗品費

印刷費

賃借料

雑費

会議費

大会費

委員会費

賃金補償費

諸会議費

騨
費

｛
日
一情

会費

騨嵯
支払利息

資産購入支出

借入金返済支出

特定預金支出

|引当預金支出
｜|積立預金支出

特別会計繰入金支出

予備費

支出の部計(D)

次年度繰越金(E) -8,383, 157,'減塗藷

判莞懸↓ ｨ子山馳坐今支出の部合計
(D+E)

-357,211可-口テロ…ﾛロ富

参鶏禺と馴槻誠
平成31年4月／0日

/A243､"『

上記のとおり､収支金額を

蕊
組合長吉田秀司

会計主任齊藤昌久

添付資料８



2019 年度医学部教員・医師組合収支予算書（案）

前年度決算額
（円）

当年度予算額
（円）

比較増減（円） 備考

組合費収入 1,488,400 1,470,800 -17,600

組合費収入 1,486,400 1,468,800 -17,600 組合員153人、延1.836人×800円/月

加入金収入 2,000 2,000 0 入会者4人×500円

雑収入 4,778 43 -4,735 預金利息等

1,493,178 1,470,843 -22,335

9,730,630 9,395,754 -334,876 前年度繰越金

11,223,808 10,866,597 -357,211

人件費 600,000 600,000 0

給料諸手当 600,000 600,000 0 アルバイト5万円×12ヶ月

事務局費 30,614 54,000 23,386

旅費交通費 0 0 0

通信費 1,316 2,000 684

消耗品費 0 1,000 1,000

印刷費 8,562 9,000 438 コピー代等

賃借料 20,736 21,000 264 貸金庫レンタル料

雑費 0 21,000 21,000

会議費 0 0 0

大会費 0 0 0

委員会費 0 0 0

賃金補償費 0 0 0

諸会議費 0 0 0

情宣費 0 0 0

機関紙費 0 0 0

情宣雑費 0 0 0

会費 1,197,440 1,200,000 2,560

上部団体会費 1,197,440 1,200,000 2,560 関西私大教連組合費、春闘闘争基金等

諸会費 0 0 0

支払利息 0 0 0

資産購入支出 0 0 0

借入金返済支出 0 0 0

特定預金支出 0 0 0

引当預金支出 0 0 0

積立預金支出 0 0 0

特別会計繰入金支出 0 8,000,000 8,000,000 特別会計（基金積立）

予備費 0 0 0

1,828,054 9,854,000 8,025,946

9,395,754 1,012,597 -8,383,157

11,223,808 10,866,597 -357,211

上記のとおり、収支金額を ¥10,866,597 円と定め、提案します。

科　目

（収入の部）

（支出の部）

支出の部合計
(D　+　E)

支出の部計(D)

次年度繰越金(E)

収入合計(A)

前年度繰越金(B)

収入の部合計
(C = A + B)

（清書版）




